
果たそう！飼い主の責任

ペットを飼う ＝
ペットの健康と安全に気をくばり、生涯
その命を見送るまで命を預かる責任を負う

実際に相談のあった飼えなくなった理由です・・・

引っ越しで飼えなくなった 子どもにアレルギーがでた 不妊・去勢手術をしなかっ
たため増えてしまった

飼うことができない
住宅で飼っていた

病気になり入院しなけれ
ばならない

飼い主が亡くなった 子どもが生まれて世話を
する時間とお金がない

ペットが病気になったが
治療費が払えない

東大阪市動物指導センター
TEL:０７２－９６３－６２１１

計算してみましょう！

あなたはその命を見送るまで飼い続けることができますか？

＝＋ ー

自分の年齢 飼っている動物の寿命 飼っている動物の年齢 動物の命を見送る頃の
自分の年齢

動物の余命

歳 歳 歳 歳

▶続けて大切に飼ってくれる人にゆずりましょう。
▶ペットの飼える住宅に引っ越すことも考えてください。

▶ペットに異常があれば、動物病院に連れて行きましょう。

▶病気の予防のためにワクチンを受けましょう。

▶年齢や健康状態にあった食べ物を与え、いつでも新鮮な水を飲めるようにしましょう。

▶他人に迷惑をかけないよう、飼い主が制御できるようにしつけましょう。
咬む・吠えるなど制御できない場合はしつけインストラクターや動物病院に相談しましょう。

いつもペットの健康に気を付けましょう

犬の平均寿命は１２～20年程度、猫の平均寿命は１５～２０年程度です。
飼い主より長く生きることもあります。

やむをえず飼えなくなったら・・

人生には様々な転機が訪れます。不測の事態に備えて、普段から、
飼えなくなったときに続けて飼ってもらえる人を探しておきましょう。



もし不妊・去勢手術をしなければ・・・

※猫は、１回交尾をするとほぼ100%妊娠し、
平均6匹前後出産します。

東大阪市動物指導センター
TEL:０７２－９６３－６２１１

6か月後・・・生まれた6匹のうち3匹のメス猫が妊娠しました。

８か月後・・・3匹のメス猫が6匹子猫を出産しました。（3×６＝18匹出産）

1匹のうちに不妊・去勢手術をすれば１～３万円で済んだのに…

2か月後・・・あなたの飼い猫が6匹出産しました。合計7匹になりました。

※猫は血縁でも関係なく妊娠します。

たった８ヶ月でなんと、合計25匹に増えました！

不妊・去勢手術をするには約63万円かかります。
（※手術費用を１匹あたり２万５千円とした場合）

0か月目・・・あなたは1匹のメス猫を飼っています。知らないうちに妊娠してしまいました。

こうなってしまってから…

あなたは費用を支払えますか？

※外飼いをしていると、妊娠や感染症、交通事故等の危険性があります。


